
導管（活管）工事における酸素欠乏事故の再発防止について（厳重注意）

平成１８年９月２８日

関東東北産業保安監督部

関東東北産業保安監督部（以下 「当部」という ）は、平成１８年９月１日に下記の、 。

ガス事業者が簡易ガス事業として供給している許可地点群内で発生した下水道工事に伴う

供給管（活管）移設工事によるガス主任技術者死亡事故に関し、平成１８年９月１２日に

ガス事業法第４７条第１項に基づく立入検査を実施した結果、平成１８年９月２２日付け

をもって立入検査における確認事項に対する改善報告書（以下 「改善報告書」という ）、 。

が提出され、ガス事業法第３７条の７第３項において準用する同法第３０条第１項に基づ

き、当該ガス事業者が当部に届け出ていた保安規程に定めた次の事項が遵守されていない

ことを確認した。

①第４条で、保安管理者の職務として定めているガス工作物の工事に関する保安のため

の計画を作成すること。

②第６条で、ガス主任技術者の職務として定めているガス工作物の工事に関する保安の

確保に努めること。

③第２６条で、安全作業として定めている酸欠のおそれのある場所で作業する場合にお

ける酸欠防止の措置を講ずること。

また 「導管（活管）工事における保安確保の徹底について（平成１７年５月１３日付、

け平成 ･ ･ 原院第 号 」をもって、簡易ガス事業者に対し導管（活管）に関する工17 05 09 2 ）
事の実施に当たって同様の事故が発生することのないよう適切な工事管理・監督の徹底を

、 、 。要請していたにもかかわらず 同様の事故が発生したことは 当部として誠に遺憾である

このため、当部は、下記ガス事業者に対し、保安の確保に万全を期すため、平成１８年

９月２８日付けをもって関東東北産業保安監督部長名による厳重注意を行うとともに、今

後１年間、再発防止対策に係る改善事項について四半期毎に報告を求めることとした。

記

１．ガス事業者の概要
（１）ガス事業者名 佐久浅間農業協同組合
（２）代表者名 代表理事組合長 佐藤 大治郎
（３）所 在 地 長野県佐久市猿久保８８２番地

２．改善事項
（１）ガス工作物の工事に関する保安のための計画書（写）

（２）導管工事に関する保安教育の実施記録（写）

（３）導管工事における酸欠のおそれのある場所で作業する場合の事前打合せ記録及び

当該工事の実施記録（写）

問い合わせ先

関東東北産業保安監督部 保安課

電話０４８－６００－０４１６（直通）



（参考）

供給管工事に伴う酸素欠乏症による死亡事故の概要

１．事故の状況

平成１８年９月１日（金）に長野県内の簡易ガス団地において、下水道工事に伴う供

給管移設工事作業中に、下水道工事で掘り下げた掘削溝（幅１．５ｍ、深さ１ｍ）の中

で当該作業をしていた作業者（簡易ガス事業者の従業員）が倒れているところを通行人に

発見された。

直ちに救急車により病院に搬送されたが、当該病院において死亡が確認され、当該作

業に起因する酸素欠乏症により死亡したと断定された。

なお、この事故により、当該簡易ガス団地９５戸の供給支障が発生した。
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２．事故原因の推定

この事故は、ガスの供給を止めずに行う埋設供給管の移設工事において、作業者が一

人（単独工事）で行っていたもので、供給管からのＬＰガスの漏えいを十分に防止する

措置をせずに、工事を行ったため、掘削した溝に滞留したＬＰガスを吸い込み、酸素欠

乏となったものと推定される。


